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１ 郵便事業に関する意見の受付体制（未定稿）

（凡例） 電子メール、 手紙、 電話、 ＦＡＸ、 来訪

郵政行政局ＨＰ

行政相談
（国の行政全般についての
苦情、意見・要望の受付）

国民生活センター
（各自治体ごとに消費生
活センターが設置されて
います）

総務省以外で国が
設置している国民
からの意見・要望
等の受付窓口

必要に応じて対応を指示
（会社の受付窓口はＣＳ推進部）
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国民への回答はケースバイ
ケースで行政相談又は、郵
便局から回答している

消費生活センターでは自治
体によって受付できる方法
が異なります

電子

政府

ＨＰ

注１ 公正取引委員会では、独占禁止法、下請法、景品表示法に係る質問、相談、申告をＨＰ上や地方事務所で受け付けています（独占禁止法の相談だけで年間約５千件）。

注２ 都道府県、市町村の相談窓口においても意見を受け付けています。

注３ 官邸や電子政府等に対して、手紙や直接来訪による意見があった場合には、担当部局へ回送・紹介するなど適宜対応しています。



２ 郵政消費者相談室等に寄せられた苦情・相談（受付窓口別・分野別）

郵政消費者相談室の設置（５月６日）後、これまで（１月１８日）に電子メールにより
寄せられた全苦情・相談等の件数は４４９件です。

○ 受付窓口別では、郵政消費者相談室が２２３件（４９．７％）で最も多いです。

○ 分野別では、郵便関係が２５２件（５６．１％）で最も多いです。
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３ 郵政消費者相談室等に寄せられた苦情・相談（月別・受付内容別）

郵政消費者相談室の設置後、これまでに寄せられた苦情・相談等を月別、苦情・相談内
容別に集計すると次のとおりです。
○ 月次では郵政消費者相談室が設置された５月が最も多いです。
○ 苦情・相談内容別では、不着・遅延、配達関係、制度改善に関するものが多いです。

※ ８月期は全件数は７３件あるが、内容を見ると官邸ＨＰに郵政民営化に関する意見（民営化によりサービスの低下を懸念する
意見、郵政民営化見送り法案に関する意見等）等が集中してあったため（１７件）、他の月と比較して件数が多い。
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単位：件

※配達関係は、「配達の際に無理にポストに入れたため郵便物が破れてしまった。」、「ポ
ストに入らない大きさの郵便物が地面に置いてあった。」、「速達なのにポストに配達され
た」等の苦情です。

※その他は、「歩道をバイクで走るなど配達員の交通マナーが悪い。」、「配達員が飼い
犬に石を投げようとした。」、「ポストに郵便物以外のものが入れられる。」、「信書の定義
等の問い合わせ」などです。



（参考１）
総務省ホームページを使った年賀状の配達状況に関する意見募集の実施について

本年１月４日（金）～２０日（日）の１７日間、試行的に総務省ＨＰ及び郵政行政局ＨＰに
年賀状の配達状況に関する意見・要望窓口を設置しました
○ 全体で２４件の貴重な意見が寄せられた
○ 内容的には、全件が、年賀状の配達の遅れ、転送処理の遅れ等の苦情

（例１）
知人から電話があり「昨日※年賀状が届いた」と言われました。私が年賀状を投函したのは１２月３１日です。
東京から愛知までなぜ１０日もかかったのか理解できません。「年賀」の優先順位は低いのでしょうか。
それとも２５日を過ぎて投函された年賀は何日過ぎて配達されようが構わないのでしょうか。
※１月１０日（木）

（例２）
本年の年賀状の送付状況について報道等では、元旦配送が高い割合で行われたとのことでした。
私は、岐阜市に住んでおりますが、少なくとも私の地域では例年に比して、元旦に配達された年賀状は、昨
年の半数程度で多くの年賀状が３日以降に配達されました。聞くところによると、１２月２７日に投かんした年
賀状が着いたのが１月７日でした。

（例３）
宛先不明の年賀状について対応に差がありすぎ、相手先への連絡が途絶えるきっかけになりかねません。
いったいどうして下記のような差が生じるのでしょうか。
１２月２６日に投函した広島県→愛知県宛ての年賀状が１月１１日に返信されてきました。
同じ日に投函した広島県内宛のものは１月９日に返信されてきました。
一方、１２月２３日に投函した広島県内宛の年賀状は１２月２７日ころに返信されています。

（以上、メールからの転記）



（参考２）
郵政消費者相談室等に寄せられた苦情・相談件数

32.98329121110941313その他（問合せを含む）

2.05010000004誤返還

3.28102201101誤転送

8.722202221346職員の対応

2.05001001120誤取扱

4.010202011013誤配達

13.534004552864制度改善

13.935662633315配達関係

19.8504555163813不着・遅延

56.1252172130312224233549郵便関係の内訳

21.496915313829766その他

6.529000046469保険

16.0722434131410139貯金

56.1252172130312224233549郵便

（事業別内訳）

5.826213524162電子政府

26.9121119320192812154官邸ホームページ

17.679487381411915総務省ホームページ

49.7223112223201827203052郵政消費者相談室

（窓口別内訳）

100.0449284036484773446073総件数

構成割合累計１月※１２月１１月１０月９月８月７月６月５月

単位：件、％

※ １月期は、１８日（金）までの分を計上しています。


